
単独処理浄化槽からの
転換をお願いします

　単独処理浄化槽の多くは耐用年数を経過
し、破損、漏水等を起こす可能性が高く
なっています。環境衛生保全のため、下水
道への接続、または合併処理浄化槽への転
換をご検討ください。
　下水道接続工事には利子補給制度、合併
処理浄化槽への転換には補助制度がありま
す。詳しくは町建設課へお問い合わせくだ
さい。
▶合併処理浄化槽補助金額
　・ 5人槽　40万8,000円
　・ 7人槽　49万2,000円
　・10人槽　62万7,000円
問  町建設課（☎852・5263）

下水道への接続に
ご協力ください

　下水道処理区域内にお住まいで、現在排
水設備が下水道に未接続となっている方
は、環境衛生保全のため、排水設備の下水
道への接続をご検討ください。
　下水道接続工事には利子補給制度があり
ます。詳しくは町建設課へお問い合わせく
ださい。
問   町建設課（☎852・5263）

水道料金の精算

　１月から３月までの冬期間は、検針を行
わず推定で料金をいただいておりました。
　４月の検針で実際に使用した水量を確認
し料金を精算しますので、ご理解とご協力
をお願いします。
※ ４月から12月までは、毎月上旬に検針

を行います。円滑な検針実施のため、
メーターボックス上や周辺の環境を整え
ていただくようご協力をお願いします。

問  町建設課（☎852・5133）

募 木材が欲しい方を募集

　街路樹伐採で発生した木材（ケヤキ）を
希望者に無料で差し上げます。
　木材は直径10〜70㌢、長さ約１㍍です。
　なお、下記の引取場所に来ていただける
方のみとします。
▶募集期間　４月11日㈪〜28日㈭
▶引取期間　５月23日㈪〜31日㈫
▶引取時間　午前９時〜午後４時
▶引取場所地図

問   町建設課（☎852・5263、toshiseibi
＠town.gojome.lg.jp）

水田からの濁水流出防止に
ご協力ください

　浅水代かき等の実施により、代かきから
田植え期に排出される「濁水」の削減に努
めましょう。
問   県生活環境部環境管理課　八郎湖環境

対策室（☎860・1631）

募 求職者のための公共職業訓練
受講生を募集

▶訓練期間
　６月２日㈭〜11月29日㈫（６か月）
▶訓練科（定員）
　 CAD・NC技術科（旧テクニカルオペ

レーション科・15人）
▶訓練時間　午前９時30分〜

午後３時40分
▶会　　場　ポリテクセンター秋田

（潟上市）
▶募集期間　４月26日㈫まで

▶受 講 料　 無料（テキスト代等は自己負担）
▶応募資格　 ハローワークに求職申込をさ

れた方で、新たな技術・技能
を身につけて再就職を希望さ
れる方

※ 毎週木曜日に施設見学会を行っています
（雇用保険受給中の方は就職活動として
認められます）。

▪詳・問  ポリテクセンター秋田
（☎873・3178）

募 環境と文化のむらイベント
体験教室・自然観察会のご案内

●��夏のお供にコケ玉づくり❶�❷
▶日　時　６月17日㈮、19日㈰
▶会　場　環境と文化のむら（野鳥の森）
▶時　間　午前10時〜正午
▶参加費　無料
※ それぞれ、開催日１か月前の午前９時か

ら参加の申し込みを受け付けます。
▪申・問  県環境と文化のむら（☎852・2202）

戦没者等のご遺族の皆さま
特別弔慰金請求手続きはお済みですか？

　戦没者等のご遺族に、第11回特別弔慰
金が支給されます。請求期限を過ぎると、
この弔慰金を受ける権利がなくなります。
手続きをしていない方はお早めにご請求く
ださい。
▶支給対象者
　 戦没者等の死亡当時のご遺族で令和２年

４月１日（基準日）に、「恩給法による
公務扶助料」や、「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」等を受ける方

（戦没者等の妻や父母等）がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺族お一
人に、特別弔慰金が支給されます。
❶�令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者

等援護法による弔慰金の受給権を取得し
た方
❷�戦没者等の子
❸�戦没者等の❶父母、❷孫、❸祖父母、
　❹兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有して
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いること等の要件を満たしているかどう
かにより、順番が入れ替わります。
❹�上記❶から❸以外の戦没者等の三親等以

内の親族（甥、姪等）
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上

の生計関係を有していた方に限ります。
▶支給内容　 額面25万円、５年償還の記

名国債
▶請求期限　令和５年３月31日
※ 請求期限を過ぎると、第11回特別弔慰

金を受け取ることができなくなりますの
で、ご注意ください。

▶請求窓口　町住民生活課
問 町住民生活課（☎852・5112）

新型コロナウイルス自宅療養者へ
給付金を支給します

　県では、新型コロナウイルス感染症に感
染し、自宅療養をされた方に、給付金（１
人あたり３万円）を支給します。
　詳しくは、県ホームページをご覧になる
か、下記の給付金コールセンターへお問い
合わせください。
問  県新型コロナウイルス感染症自宅療養

者給付金コールセンター
（80120・515・153）
⃝受付時間　午前９時〜午後６時
⃝ホームページURL
　 https://www.pref.

ak i ta . lg . jp/pages/
archive/62681

募 書道通信講座の
受講生を募集

　講師のお手本をもとに練習し、月１回提
出されたものを添削指導します。
　３月に成果発表として、受講生の書道展
を開催します。
▶受 講 料　1,000円（年間）
▶定　　員　20人
▶申込期限　４月28日㈭
▪申・問   町教育委員会生涯学習課

（☎852・4411）

募 率
いそうら

浦大学の生徒を募集

　月に１回程度、様々な分野の学習講座、
体力づくりなど生徒の皆さんのニーズに
沿った学習会を予定しています。
▶開催期間　４月から翌年３月まで
▶対　　象　町内在住の60歳以上の方
▶申込期限　４月12日㈫
▪申・問   町教育委員会生涯学習課

（☎852・4411）

募 シドケの収穫体験を
行います

　友愛館のシドケの収穫体験をしてみませ
んか。希望する方には、シドケの生育状況
を見ながら、のちほど詳細をお知らせしま
す。
▶実施時期　５月上旬〜中旬
▶定　　員　20人程度
▪申・問   町教育委員会生涯学習課

（☎852・4411）

秋田県プレミアム飲食券を
発行します

　県では、新型コロナウイルス感染症で多
大な影響を受けた県内の飲食事業者を応援
するため、お得な「秋田県プレミアム飲食
券」を発行します。
▶内　　容　 4,000円で5,000円分の飲

食券（1,000円券５枚）を
購入できます。

　　　　　　※購入は何度でも可能です。
▶利用期間　４月20日㈬（予定）〜

12月31日㈯
▶購買方法　① コンビニエンスストアで飲

食券（セット）を購入
　　　　　　② スマートフォンで電子チ

ケットを購入
※ 加盟店などの詳細は、特設

ページをご覧ください。
　⃝ページURL
　　 https://www.akita-premium.com/
問 「秋田県プレミアム飲食券」サポートデ

スク（コールセンター）
80120・662・256
⃝ 受付時間　午前９時〜午後６時（平

日・土日祝日）※年末年始を除く

春の全国交通安全運動が始まります
実施期間：４月６日㈬から４月15日㈮まで

4月10日㈰は「交通事故死ゼロを目指す日」です
　いよいよ新年度がスタートします。それぞれが新しい生活を送るにあ
たって、ちょっとした油断・気持ちの緩みから思いがけない事故に巻き
込まれる可能性があります。家族で声を掛けあい、ゆとりのある行動に
心がけましょう。

令和４年飲酒運転等追放競争結果　１位（全県25市町村） 令和４年２月末現在


